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日 付 ： 令 和3 年5 月20 日

新 旧 対 照 表 

○ 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 施 行 規 則 

 

改 正 後 改 正 前 

（ 公 表 及 び 縦 覧 ） （ 公 告 等 及 び 縦 覧 ） 

第 三 条 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 十 条 第 二 項 （ 法 第 二 十 五 条 第 五 項 及 び 第 三 十 四 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 公 表 は 、 県 の ウ ェ ブ サ イ ト へ の 掲 載

に よ り 行 う も の と す る 。 

第 三 条 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 （ 平 成 十 年 法 律 第 七 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ）

第 十 条 第 二 項 （ 法 第 二 十 五 条 第 五 項 及 び 第 三 十 四 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る

場 合 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 公 告 又 は イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 に よ

る 公 表 は 、 県 の ウ ェ ブ サ イ ト へ の 掲 載 に よ り 行 う も の と す る 。 

２ 略 ２ 略 

  

（ 定 款 の 変 更 の 認 証 に 係 る 関 係 知 事 へ の 書 類 の 提 出 ） （ 定 款 の 変 更 の 認 証 に 係 る 関 係 知 事 へ の 書 類 の 提 出 ） 

第 十 九 条 の 二 法 第 五 十 二 条 第 二 項 （ 法 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 は 、 同 項 の 議 決 を し た 社 員 総 会 の 議 事 録 の 謄

本 及 び 変 更 後 の 定 款 を 添 付 し た 定 款 変 更 認 証 関 係 書 類 提 出 書 （ 別 記 第 十 七 号

様 式 ） を 知 事 に 提 出 し て す る も の と す る 。 

第 十 九 条 の 二 法 第 五 十 二 条 第 二 項 （ 法 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 以 下 同 じ 。 ） の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 は 、 同 項 の 議 決 を し た 社 員 総 会 の

議 事 録 の 謄 本 及 び 変 更 後 の 定 款 を 添 付 し た 定 款 変 更 認 証 関 係 書 類 提 出 書 （ 別

記 第 十 七 号 様 式 ） を 知 事 に 提 出 し て す る も の と す る 。 

  

（ 役 員 報 酬 規 程 等 の 提 出 ） （ 役 員 報 酬 規 程 等 の 提 出 ） 

第 十 九 条 の 四 法 第 五 十 五 条 第 一 項 （ 法 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 は 、 法 第 五 十 四 条 第 二 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま

で に 掲 げ る 書 類 （ 同 項 第 三 号 に 掲 げ る 書 類 に つ い て は 、 資 産 の 譲 渡 等 に 係 る

事 業 の 料 金 、 条 件 そ の 他 そ の 内 容 に 関 す る 事 項 以 外 の 事 項 を 記 載 し た 書 類 に

限 る 。 ） を 添 付 し た 役 員 報 酬 規 程 等 提 出 書 （ 別 記 第 十 九 号 様 式 ） を 知 事 に 提

出 し て す る も の と す る 。 

第 十 九 条 の 四 法 第 五 十 五 条 第 一 項 （ 法 第 六 十 二 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 は 、 法 第 五 十 四 条 第 二 項 第 二 号 か ら 第 四 号 ま

で に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し た 役 員 報 酬 規 程 等 提 出 書 （ 別 記 第 十 九 号 様 式 ） を 知

事 に 提 出 し て す る も の と す る 。 

  

 


